
１ 「要求」をめぐる住民相互の関係

１＞「要求」をめぐる横のひろがり

まず,45年度に，神奈川区の住民が訴えた，具体

的な「要求」について，近くの人々は，ふだんど

のような関心をもっていたであろうか＜表5＞。

回答をみると②少数の人または①関係者以外に

は，あまり関心のもたれなかった問題が79件，逆

に多くの人が関心をもっていた問題が98件，それ

に，地域の問題というよりは，もっと広い問題な

ので，多くの人々が関心をもっていたと思われる

ものが,31件という結果であった。

ここでの特徴は，「市長への手紙」を利用したも

のの回答が，他の手段を利用したものよりも極め

て強く②に集中していることであり，これにくら

べて，陳情・請願を利用したものは，③～⑤の回

答に傾斜していることであった。

ついで，「要求」を出すにあたって，その問題に

関心のある人々と，話しあったことがあるかどう

か＜表６＞。全休では，半数以上が，「たびた

びあった」と回答しているが，手段別にみると。

「市長への手紙」では，約半数が①で，残りが②

・③に1/4ずつ分布しているのにくらべて，陳情・

請願では,9割以上が①に集中した。これは，陳

情・請願にはふつうは署名簿がつけられるので，

その経緯からみれば，当然の結果であるのかも知

れない。

表５

あなたの出された「要求」について,近くの人々は，ふ

だん，どのような関心をおもちでしたか。

表６

あなたが，「要求」を出すにあたって，その問題に関心

のある人々と,話しあったことがありますか。次のなか

から一つだけをえらんでください。
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では，地域で，自分の出した「要求」と同じ問題

で運動したり，手紙や陳情を出した人を知ってい

るか，また，その人と話したり，連絡をとって，

問題の解決にあたったことがあるかどうか，など

について一つだけえらんでもらった＜表７＞。

これによると，全休では，知っているものが約３

割，知らないものが約７割であった。手段別にみ

ると，「市長への手紙」では,⑤＜22％＞，⑥＜44

％＞，⑦＜7％＞に約７割が，また陳情・請願で

は，①～④に回答の約９割が集中する，という対

照的な結果であった。

２＞「要求」をめぐる縦のつながり

まずはじめに，自分の住んでいる町や，身のまわ

りで起っている問題のうち，役所に対する不満や

要求を，市民はどんな方法で解決しようとしてい

るかをみてみよう。

44年12月，横浜市民生活調告委員会がおこなった

「市民の生活意識調査」では，＜参考資料１＞の

ような結果がでている。

これによれば，市政に自分の声を反映させるには

住んでいる地域の町内会・自治会を通して，とす

る人たちが一番多くなっている。しかし，町内会

・自治会は全市的に組織されており，大多数の市

民が加入しているにもかかわらず，回答の②③④

にみられるように，1/3の市民は既成のルートや組

織に頼らないで，自分の意見を市政に反映させて

いきたいと考えている。このことは，不満や要求

をもっていても，既存の組織がもつ休質や運営な

どについて，満足できない市民が少な‘くないこ

と，あるいは町内会や自治会に無関心な市民は別

の方法によろうとしていること，を示している。

また議員に頼むという人が少ないことも特徴的で

あった。

そこで，今回の調査では，町内会・自治会ならび

に議員との関係という二つの問題に絞って質問を

８

表７

あなたの地域で，あなたの出された「要求」と同じ問題

で運動したり，手紙や陳情を出した人がいますか。ま

た，あなたがその人と話したり，連絡をとって，問題の

解決にあたったことがありますか。次のなかから一つ

だけえらんでください。

＜参考資料１＞

あなたは，身の回りの不満や要求を市政に反映させるためには，どの方法がいちばんよいと思いますか，次のうちか

ら一つだけあげて下さい。

注＞「市民の生活意識調査」横浜市民生活調査委員会44年。



用意した。まず自治会について。役所に「要求」

を出した人々の住む地域の自治会・町内会の構成

は表８のようであり，訴えた「要求」について，

とにかく，陳情・請願の約半数は，自治会・町内

会で話しあい，そこを通じてだされるが，「市長

への手紙」では，それは約１割にすぎず，逆に，

話しあったけれどまとまらなかったり，とりあげ

てもらえそうもないので話さなかった，などの理

由で③～⑥の回答者をあわせた４割強の人が，手

紙を書くという孤独の作業を選んだことになる。

つぎに議員。「要求」について，市＜県・国＞会

議員または政党関係の人に，相談したことがある

かどうか＜表10＞。

全体の集計では，相談したことのあるものが，約

３割。６割の人が，ないと回答している。手段別

表９

あなたの出された「要求」について，手紙や陳情を出す前に，自治会・町内

会で話しあったことがありますか。次のなかから一つだけえらんでくださ

い。

にみると，「市長への手紙」で

は，7割弱が相談しておらず，逆

に，陳情・請願では，約７割が相

談している，という対照的な結果

がみられた。請願には紹介議員を

必要とするから，それは当然のこ

とでもあろう。

では，「要求」をめぐって，住民

の代表として，親身に世話をして

くれたと思う議員，または政党関

係の人が身近にいるかどうか＜表

11＞。

複数同答の集計表なので読みにく

手紙や陳情を出す前に，自治会・町内会で話しあ

ったことがあるかどうかをきいてみた＜表９＞。

これを手段別にみると，「市長への手紙」では，

②が４割強で一番多く，その他の回答へは約10％

前後に分散している。これに対して，陳情・請願

では，①＜48％＞，②＜41％＞に全休の約９割が

集中していた。「市長への手紙」・陳情・請願と

もに，回答が②に傾斜したのは，たとえば道路や

下水の要求にしてもそれは地域で解決される問題

ではなく，市の問題だという判断が働いたものと

みられる。

表10

あなたの出された「要求」について,市＜県・国＞会議

員または政党関係の人に,相談したことがありますか。

表８

あなたの自治会・町内会の構成は，次のなかでどれにあ

たりますか。

９

いが，これによれば，回答者235名のうち，79名

＜34％＞が親身に世話をしてくれた議員，もし

くは政党関係の人がいると回答し,⑥をのぞい



て，その人の属する①～⑤の政党名をあげた。逆

に，⑦，⑧を回答した146名＜62％＞は，相談を

しても，親身に世話をしてもらえなかったり，議

員との関係をもたなかった人たちである。これ

は，問題を解決するために，直接役所との交渉を

始めざるをえなかった住民が，全休の約６割もい

ることを示す。

②，③，④の直接役所に問題をもちこむ市民が増

え，既成のルートや組織，または議員に頼むとい

う人が少なくなる傾向は，前掲の「市民の生活意

識調査」の結果とあわせ考えた場合，否定できな

い事実といえよう。

「要求」と役所への接近度

アンケートに回答を寄せた235名の人々が，それ

ぞれの「要求」を文書で出す前に，役所に対する

手紙や陳情以外の方法で，その問題について，役

所に相談したことがあるかどうか〈表12>。

複数回答であるが，その結果は，話したことのあ

るものが122名＜52％＞，ないものが113名＜48

％＞で話したことのあるものの割合がやや高い。

話したことのあるもののなかでは，①担当の係員

10

表12

それでは，その問題について，手紙や陳情以外の方法で

役所に話したことがありましたか。＜複数回答＞

「市長への手紙」を利用した人だけについてみる

と，話したことのないものの割合は，5割強に増

えている。これは，たまたま「市長への手紙」の

用紙があったのでこれを利用した人，またふだん

役所と接触しない人や，どうしてよいかわからな

い人も，この制度を多く利用していることを示し

ている。

表13

あなたが，日ごろの要求を訴える手段に「市長への手

紙」や陳願・請願なとを利用されたのは，なぜですか。

次のなかから，いくつかの理由をあげてください。

イ。「市長への手紙」や,ふつうの手紙を利用された人

　＜複数回答＞

表11

それでは,親身に世話をしてくれたと思う議員または政

党関係の人は，何党の人ですか。＜複数回答＞

2

に直接話した，と回答する人が一番多く，全体の

約1/3が，まず，担当の係で問題を確かめているこ

とがわかった。つぎに，②市＜区＞民相談室が続

いている。
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